
 

行
政
に
対
す
る
相
談
は

 

行
政
相
談
委
員
へ

 

人
権
問
題
は

         

人
権
擁
護
委
員
へ

 

歯
の
衛
生
週
間

行政相談委員
池田　尚

なおたか

正

行政相談委員
鳥飼美代子

　

平
成
19
年
４
月
１
日
付
け
で
池

田
尚
正
さ
ん
と
鳥
飼
美
代
子
さ
ん

が
、
行
政
相
談
委
員
（
総
務
大
臣

委
嘱
）
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　

行
政
相
談
委
員
は
、
主
に
「
国

の
役
所
の
仕
事
に
つ
い
て
苦
情
や

意
見
・
要
望
が
あ
る
が
、
ど
こ
に

相
談
し
て
よ
い
か
分
か
ら
な
い
」

と
い
っ
た
相
談
を
受
け
て
、
中

立
・
公
正
な
立
場
か
ら
そ
の
処
理

を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
道
路
、
登
記
、
税
金
、

年
金
、
郵
便
、
労
働
な
ど
の
問
題

で
お
困
り
の
方
は
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
守
ら

れ
ま
す
。

■
行
政
相
談
委
員
の
紹
介

長
島
町
指
江
１
２
３
２-

１

℡
０
９
９
６-

８
８-

６
７
６
５

民
間
人
に
よ
る
人
権
擁
護
機
関
が

誕
生
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
わ
が
国

に
お
け
る
人
権
擁
護
委
員
制
度
の

始
ま
り
で
す
。

　

全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

は
、
人
権
擁
護
委
員
法
の
施
行
日

で
あ
る
６
月
１
日
を
「
人
権
擁
護

委
員
の
日
」
と
定
め
、
こ
の
日
に

『
全
国
一
斉
特
設
人
権
相
談
』
を

実
施
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　

本
町
で
も
、
特
設
人
権
相
談
所

を
開
設
し
ま
す
。
相
談
は
無
料

で
、
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
特
設
人
権
相
談
所

・ 

平
成
19
年
６
月
１
日
（
金
）

・ 

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

○
長
島
町
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー

・
相
談
に
あ
た
る
人
権
擁
護
委
員

　

餅
原
美
榮
子
氏
・
浦
底
和
男
氏

○
長
島
町
保
健
セ
ン
タ
ー

・
相
談
に
あ
た
る
人
権
擁
護
委
員

　

大
堂
英
之
氏
・
町
口
昭
弘
氏
・

　

山
本
定
満
氏

　

６
月
４
日
か
ら
10
日
は
「
歯
の

衛
生
週
間
」
で
す
。
出
水
郡
歯

科
医
師
会
で
は
、
歯
の
衛
生
週
間

行
事
と
し
て
、
地
区
内
小
中
学
校

の
児
童
生
徒
に
よ
る
図
画
・
ポ
ス

タ
ー
展
と
歯
科
健
診
お
よ
び
無
料

相
談
を
開
催
し
ま
す
。

■
図
画
・
ポ
ス
タ
ー
展

・
期
日

　

平
成
19
年
６
月
１
日
（
金
）
〜

　

10
日
（
日
）

・
場
所

　

Ａ
コ
ー
プ
鹿
児
島
あ
づ
ま
店

　

Ａ
コ
ー
プ
鹿
児
島
な
が
し
ま
店

　

プ
ラ
ッ
セ
だ
い
わ
出
水
店

　

鹿
児
島
銀
行
阿
久
根
店

　

ト
ゥ
モ
ロ
ー
高
尾
野
店

　

Ａ
コ
ー
プ
野
田
店

※
展
示
期
間
お
よ
び
場
所
は
変
更

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
事

務
局
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
歯
科
健
診
お
よ
び
無
料
相
談

・
日
時

　

平
成
19
年
６
月
２
日
（
土
）

　

午
後
２
時
〜
午
後
４
時

・
場
所

　

プ
ラ
ッ
セ
だ
い
わ
出
水
店

※
図
画
・
ポ
ス
タ
ー
展
の
表
彰
式

も
行
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

出
水
郡
医
師
会
事
務
局

℡
０
９
９
６-

６
２-

０
６
０
１

住
所　

長
島
町
鷹
巣
７
１
０-

３

℡
０
９
９
６-

８
６-

０
０
２
３

　

皆
さ
ん
、
人
権
擁
護
委
員
制
度

を
ご
存
じ
で
す
か
。

　

６
月
１
日
は
、
人
権
擁
護
委
員

法
が
施
行
さ
れ
た
日
で
す
。

　

日
本
が
戦
後
新
し
く
生
ま
れ
変

わ
っ
た
と
き
、
何
よ
り
も
ま
ず
国

民
の
基
本
的
人
権
の
擁
護
と
人
権

思
想
の
普
及
高
揚
が
強
く
求
め
ら

れ
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
を
基
調

と
し
た
日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ

ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
に
、
昭

和
23
年
、
ま
ず
政
令
に
基
づ
い
て

人
権
擁
護
委
員
制
度
が
設
け
ら

れ
、
翌
昭
和
24
年
６
月
１
日
に
人

権
擁
護
委
員
法
が
施
行
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
国
民
の
基
本
的

人
権
を
擁
護
し
見
守
る
、
い
わ
ば
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